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文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2023 年（令和５年）６月 23 日 

福祉局生活支援室障害福祉課 

 

 

第６次障害者計画及び障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）の 

策定について 

 

 

今年度、2024年４月からを新たな計画期間とする「第６次障害者計画」及び「障害福

祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期）」の策定を予定していますので、以下のと

おりスケジュール等を報告します。 

 

１．計画策定の趣旨 

障害者計画は、障害者基本法の規定に基づき、明石市における障害施策全般にかか

る理念や基本方針、施策目標等を定めるものです。また、障害福祉計画・障害児福祉

計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、明石市における障害福祉

サービス等の円滑な実施を確保するための目標やサービスの利用見込量等を定める

ものです。 

次期計画は、現計画の取組の成果や課題、社会情勢の変化や国の動向等を踏まえ、

「あかしＳＤＧｓ推進計画」が目指すまちづくりの基本理念である「誰一人として取

り残さない」やさしいまちづくりの実現を大きな目標として策定します。 

 

２．計画策定の方針・計画期間 

（１）計画策定の方針 

これまで、明石市では障害者計画（計画期間：５年）と障害福祉計画・障害児福祉

計画（計画期間：３年）を個別に策定してきたところですが、理念や目標など多くの

部分で重複する内容が多く、また、計画期間が異なるため整合性を図ることが難しい

という課題がありました。 

そこで、今年度はこれらの計画を同時に策定する貴重な機会であることを踏まえ、

両計画に規定すべき内容を包含した一つの計画として策定することとします。 

（２）計画期間 

2024年度から 2029年度までの６年間を計画期間とします。 

なお、３年ごとに国が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実

施を確保するための基本的な指針」に基づく検証を中間年である 2026年度に実施し、

必要に応じて計画の改訂を行います。 
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３．年間スケジュール 

時 期 内 容 

2023年 

５～６月 

 

○市民アンケートの実施 

○障害福祉サービス等事業所アンケートの実施 

６月 23日 ○文教厚生常任委員会 

・策定スケジュール等の報告 

７月 ○障害当事者団体等ヒアリングの実施 

８月 ○明石市地域自立支援協議会・社会福祉審議会障害者福祉専門分科

会合同会議 

・市民アンケート等の結果報告 

10月 ○明石市地域自立支援協議会・社会福祉審議会障害者福祉専門分科

会合同会議 

・計画（素案）の内容審議 

12月 ○文教厚生常任委員会 

・計画（素案）の内容報告 

○パブリックコメントの実施（～2024年１月） 

2024年 

２月 

 

○明石市地域自立支援協議会・社会福祉審議会障害者福祉専門分科

会合同会議 

・パブリックコメントの結果報告 

・計画（最終案）の内容審議 

３月 ○文教厚生常任委員会 

・計画（最終案）の内容報告 
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参考 策定する計画の概要 

（１）第６次障害者計画 

根拠法令 ・障害者基本法第 11条第３項 

計画の概要 

【上位計画】 

・障害者基本計画（第５次）（内閣府） 

・第２期ひょうご障害者福祉計画（兵庫県） 

【計画に規定する内容】 

・国の定める障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本に、

市における障害者の状況等を踏まえた施策に関する基本的な

計画を定める。 

（２）障害福祉計画（第７期）・障害児福祉計画（第３期） 

根拠法令 
・障害者総合支援法第 88条（障害福祉計画） 

・児童福祉法第 33条の 20（障害児福祉計画） 

計画の概要 

【上位計画】 

・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（厚生労働省） 

・第６期兵庫県障害福祉実施計画（兵庫県） 

【計画に規定する内容】 

<障害福祉計画> 

・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体

制の確保に係る目標に関する事項 

・各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又

は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

<障害児福祉計画> 

・障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制に係る目標

に関する事項 

・各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種

類ごとの必要な見込量 

 


